
                             平成 １ ９年  ４月 １ ０日 

        ヘルパーステーシ ョ ンだいと う  ケ アレポー ト   Ｎ ｏ １ ０  

 

ヘルパーステーシ ョ ンだいと うのケ アレポー ト Ｎ ｏ １ ０ をお届けし ます 。  

新年度最初のレポー ト にな り ます 。  

 

 

利用者の方を対象に事業所とのコ ミ ュ ニケーシ ョ ンについてアンケー ト 調査 （ 有効回答

数 ９ １件 ） を行いましたので 、 結果の抜粋をお示し し ます 。 （ 全文は別紙 ）  

 

問 １ー １  これまでに訪問介護サービスを利用されるこ とについて要望や相談したいこ

とがあ り ましたか？ 

あった      ３ ７名 

なかった     ５ １名 

 

 問 １ー ２  そのと き 、 どなたに相談されましたか？複数可 

    誰にも相談し なかった                   ２名 

    家族 ・ 身内                       １ ５名 

    ケ アマネ ジャー                     ３ ２名 

    訪問介護員 （ ホームヘルパー ）              １ ３名 

    ヘルパー事業所 （ 管理者 ・ サービス提供責任者 ）      １ ０名 

    行政関係 （ 役所 ・ 保健師 ・ 民生委員 ）            ２名 

    その他 （ 医師 ・ 看護師 ・ 他事業所 ・ 友人等 ）         ９名 

 

問 ２ー １  これまでに訪問介護員 （ ホームヘルパー ） 、 当事業所に対する苦情があ り ま

したか？ 

あった      １ ５名 

       なかった     ７ ２名 

 

 問 ２ー ２  そのと き 、 どなたに苦情を申し出られましたか？複数可 

    誰にも相談し なかった                   １名 

    家族 ・ 身内                        ６名 

    ケ アマネ ジャー                      ９名 

    訪問介護員 （ ホームヘルパー ）               １名 

    ヘルパー事業所 （ 管理者 ・ サービス提供責任者 ）       ０名 

    行政関係 （ 役所 ・ 保健師 ・ 民生委員 ）            ０名 

    その他 （ 医師 ・ 看護師 ・ 他事業所 ・ 友人等 ）         ０名 



問 ３ー １  これまでに訪問介護中に事故があ り ましたか？介護事故とは 、 ヘルパーの責

任で身体的に傷つ く ヘルパーによる物損 （ 茶碗を割る 、 ふすまに穴をける ）

や遅刻 ・ 不訪問などです 

あった      １ ０名 

       なかった     ７ ３名 

 

 問 ３ー ２  そのと き 、 どなたに事故を申し出られましたか？複数可 

    誰にも相談し なかった                   ３名 

    家族 ・ 身内                        ２名 

    ケ アマネ ジャー                      ０名 

    訪問介護員 （ ホームヘルパー ）               ２名 

    ヘルパー事業所 （ 管理者 ・ サービス提供責任者 ）       ５名 

    行政関係 （ 役所 ・ 保健師 ・ 民生委員 ）            ０名 

    その他 （ 医師 ・ 看護師 ・ 他事業所 ・ 友人等 ）         ０名 

 

総括 

 

１． 問 １は利用者のヘルパー利用の要望や相談についてお聞き し ました 。 「 あった 」 と

答えられた方は ４ １％でした 。 他の設問と異なっ て 、 直接かつ継続的に利用者の方

の身に降 りかかるこ と なので関心が高いよ う で 、 積極的に対応されています 。  

 

２． ヘルパー利用の要望や相談の相手はケ アマネ ジャー （ ３ ５％ ） が ト ッ プで 、 その後

家族 ・ 身内 （ １ ６％ ） 、 訪問介護員 （ ホームヘルパー ） （ １ ４％ ） 、 ヘルパー事業

所 （ 管理者 ・ サービス提供責任者 ） （ １ １％ ） と続いています 。 ケ アマネ ジャーを

頼 りにされている実態が明らかになっ ていますが 、 一方でサービス提供責任者と利

用者の関係を密にする必要があ りそ う です 。  

 

３． 苦情 （ １ ６％ ） についてはケ アマネ ジャー （ １ ０％ ） に相談され 、 事故 （ １ １％ ）

についてはヘルパー事業所 （ ５％ ） への申し出が ト ッ プです 。  

 

４． 今回テーマにあげた事案についての取 り扱いは 、 本来は訪問介護事業所のサービス

提供責任者の主要業務であ り 、 その入 り口の利用者の方とのコ ミ ュ ニケーシ ョ ンの

不足は由々し き問題で 、 早速事業所と し ての対応に取 りかか り ます 。  

 

５． アンケー ト 結果は別紙にお示し し ます 。 また 、 頂いた ご意見に出来る限 り対応させ

て頂き ます 。  


